
令 和 ５ 年 度 政 務 活 動 費 の 支 出 状 況 

 

１ 政務活動費の概要 

議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員１人当

たり月額 33 万円（年間 396 万円）を交付。 

※ 根拠：県政務活動費の交付に関する条例・県政務活動費の交付に関する規程 

 

 

２ 交付額、支出額及び残余額の状況 

(1) 令和５年度の交付議員数は 54 名(任期満了による退任議員７名を含む)であり、支出

及び残余の状況は次のとおり。 
（単位：人、円、％） 

  ※新任議員 10 名は 11 か月分、任期満了による退任議員７名は 1か月分の交付 

会派は収支報告書提出時、金額は令和６年７月１日公表時、議員数の（ ）は退任議員数で内数 

 

(2) 全体でみると、主な使途経費は、広聴広報費（広報紙の印刷費等）、調査研究

費（県内外調査旅費等）、人件費（補助職員の賃金等）となっている。 

【使途別内訳（支出計 157,651 千円）】             （単位：千円、％） 

 

３ 残余額の返還 

支出額が交付額を下回ったことにより、残余の返還が必要となった議員は 39 名

であり、残余額については、全て返還が完了している。 

33 (2) 23 (1) 121,110,000 103,992,661 17,117,339 85.9

6 (2) 4 (2) 16,500,000 15,263,572 1,236,428 92.5

4 (1) 2 (1) 11,880,000 11,716,046 163,954 98.6

3 2 11,550,000 7,465,799 4,084,201 64.6

1 1 3,960,000 2,039,130 1,920,870 51.5

1 1 3,960,000 2,509,671 1,450,329 63.4

1 1 3,960,000 3,931,399 28,601 99.3

1 (1) 1 (1) 330,000 85,288 244,712 25.8

1 (1) 1 (1) 330,000 329,404 596 99.8

3 3 11,550,000 10,318,514 1,231,486 89.3

54 (7) 39 (6) 185,130,000 157,651,484 27,478,516 85.2

(４年度) (45) (35) (178,200,000) (152,613,444) (25,586,556) (85.6)

330,000 281,019 48,981

(４年度) (330,000) (282,617) (47,383)

会派名

無 所 属

合　　計

充当率

ネット市民

交付額 支出額 残余額議員数
返　還
議員数

自 民 党

愛媛維新

リベラル

公 明 党

共 産 党

日本維新

志士の会

参 政 党

1人当たり月額

使途区分 調査研究費 研 修 費 広聴広報費
要請陳情等
活　動　費

会 議 費 資料作成費 資料購入費 事務所費 事 務 費 人 件 費

支出額 37,538 12,844 38,494 2,632 2,078 318 4,076 16,816 8,265 34,590

構成比 23.8 8.2 24.4 1.7 1.3 0.2 2.6 10.7 5.2 21.9


